
〈上板町の人口〉住民基本台帳登録人口　令和２年２月末現在　○世帯数／4,920世帯　○人口／男5,726人／女6,207人／計11,933人
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１
０
０
歳

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
！

　
２
月
27
日
に
大
野

門
治
さ
ん
（
七
條
）

が
１
０
０
歳
の
お
誕

生
日
を
迎
え
ら
れ
、

県
と
町
か
ら
祝
状
と

祝
品
を
お
贈
り
し
ま

し
た
。

　
門
治
さ
ん
は
、
大

正
９
年
２
月
27
日
生

ま
れ
。
28
歳
で
結
婚

し
、
食
料
品
店
を
営
み
な
が
ら
２
人
の
お
子
さ
ん
を
育

て
ら
れ
ま
し
た
。Ｐ
Ｔ
Ａ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
代
表

を
務
め
ら
れ
た
ほ
か
、友
人
と
趣
味
の
カ
ラ
オ
ケ
や
ゲ
ー

ト
ボ
ー
ル
を
し
て
楽
し
ま
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
す
。

　
現
在
は
週
３
回
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
通
い
、
季
節
の

カ
レ
ン
ダ
ー
作
り
や
行
事
を
楽
し
み
な
が
ら
過
ご
さ
れ

て
い
る
そ
う
で
す
。
食
事
は
、
果
物
と
お
魚
が
好
き
で
、

ご
自
身
で
し
っ
か
り
と
食
べ
ら
れ
て
お
り
、
長
寿
の
秘

訣
は
、「
何
で
も
前
向
き
に
挑
戦
す
る
こ
と
」
だ
そ
う
で

す
。

　
家
族
や
施
設
の
職
員
の
祝
福
の
言
葉
に
は
「
み
ん
な

が
大
事
に
し
て
く
れ
て
幸
せ
で
す
。」
と
喜
ん
で
話
し
て

お
ら
れ
ま
し
た
。

　
門
治
さ
ん
、
こ
れ
か
ら
も
お
元
気
に
お
過
ご
し
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
町
内
の
１
０
０
歳
以
上
の
方
は
、
17
名
（
女

性
14
名
、
男
性
３
名
）
に
な
り
ま
し
た
。

　
令
和
２
年
２
月
12
・
13

日
の
二
日
間
、
徳
島
県
立

板
野
高
等
学
校
の
１
年
生

３
名
が
資
料
館
で
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
行
い
、

自
分
た
ち
で
研
究･

計
画

を
し
た
展
示
を
し
て
く
れ

ま
し
た
。

　
展
示
の
テ
ー
マ
は
「
む

か
し
の
お
も
ち
ゃ
に
つ
い

て
」。
資
料
館
の
収
蔵
資
料
か
ら
、
け
ん
玉

や
バ
イ
（
ベ
ー
ゴ
マ
）
等
の
懐
か
し
い
お

も
ち
ゃ
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　
こ
ち
ら
の
展
示
は
、
１
年
間
、
上
板
町

立
歴
史
民
俗
資
料
館
第
２
展
示
室
に
て
展

示
す
る
予
定
で
す
。

　
ま
た
、
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ル
ー
上

板
地
域
活
性
化
事
業
の
一
つ
と

し
て
、
四
国
大
学
と
上
板
町
立

歴
史
民
俗
資
料
館
が
連
携
し
、

「
上
板
町
の
お
た
か
ら
さ
が
し

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
行
い
、
町

指
定
文
化
財
の
三
浦
家
古
文
書

の
記
録
・
調
査
と
、
収
蔵
資
料

か
ら
屏
風
の
裏
貼
文
書
の
調
査

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　「
三
浦
家
古
文
書
」
は
、
藩

政
期
に
庄
屋
を
つ
と
め
た
三
浦
家
に
残
る
棟
付
帳
や

検
地
帳
な
ど
の
庄
屋
文
書
で
、
特
に
重
要
な
31
点
を

町
指
定
文
化
財
と
し
て
指
定
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
記
録
・
調
査
の
結
果
と
し
て
、
四
国
大
学
学
生
に
よ
る
三
浦
家
古
文
書

の
展
示
を
大
展
示
室
に
て
行
っ
て
い
ま
す
。

　
資
料
館
に
お
越
し
の
際
は
、
ぜ
ひ
学
生
た
ち
の
展
示
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
リ
ス
ク
を
避
け
る
た
め
、
延
期
を
し
て
お
り
ま

し
た
「
企
画
展
　
和
綴
じ
本
」「
体
験
れ
き
み
ん
　
和
と
じ
メ
モ
帖
を
作
ろ
う
！
」

は
、Ｇ
Ｗ（
４
月
29
日
〜
５
月
６
日
）
に
期
間
を
変
更
し
て
行
う
予
定
で
す
。
皆

様
の
ご
来
館
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

上板町立歴史民俗資料館 学生による展示のご紹介学生による展示のご紹介

上
板
町
議
会

だ
よ
り

◎
令
和
２
年
第
１
回
定
例
会
の
概
要

　

第
１
回
定
例
会
は
、
３
月
３
日

か
ら
３
月
17
日
ま
で
の
15
日
間

（
会
期
は
３
月
19
日
ま
で
の
17
日

間
）
の
日
程
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

開
会
日
に
は
、
松
田
町
長
か
ら

町
政
に
取
り
組
む
所
信
及
び
提
出

議
案
提
案
理
由
の
説
明
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

一
般
質
問
で
は
、
地
方
創
生
事

業
、
防
災
対
策
、
空
き
家
対
策
、

子
育
て
支
援
、
高
齢
者
支
援
な
ど

に
つ
い
て
論
議
さ
れ
ま
し
た
。

（
議
員
10
名
か
ら
一
般
質
問
）

　

町
長
提
出
議
案
24
件
の
う
ち
、

22
件
が
可
決
、
１
件
が
適
任
で
あ

る
と
答
申
さ
れ
、
１
件
が
報
告
さ

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
員
提
出
議
案
２
件
の

う
ち
、
１
件
が
可
決
、
１
件
が
決

定
さ
れ
ま
し
た
。

　
◎
議
会
議
員
全
員
協
議
会

　

令
和
２
年
２
月
27
日

　

第
１
回
定
例
会
提
出
議
案
等
の

協
議
を
行
う
。

　

令
和
２
年
３
月
６
日

　

農
業
水
路
等
長
寿
命
化
・
防
災

減
災
事
業
（
負
担
割
合
）
に
つ
い

て
の
協
議
を
行
う
。

　
◎
財
産
区
議
会

・
上
板
町
大
山
財
産
区
議
会

　
（
第
１
回
定
例
会
）

　
　

令
和
２
年
２
月
６
日

・
上
板
町
神
宅
財
産
区
議
会

　
（
第
１
回
定
例
会
）

　
　

令
和
２
年
２
月
10
日
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普通交付税の推移

一般会計　49億6,000万円の内訳

特
別
会
計

総務費
919,074千円
（18.5％）

議会費
80,722千円
（1.6％）

民生費
1,399,875千円
（28.2％）

衛生費
497,843千円
（10.0％）

農林水産業費
136,634千円（2.8％）

商工費
15,362千円（0.3％）

土木費
329,994千円
（6.7％）

消防費
205,754千円
（4.2％）

教育費
560,924千円
（11.3％）

公債費
393,760千円
（8.0％）

繰出金
403,313千円
（8.1％）

その他
16,745千円
（0.3％）

一般会計
歳　　出
49億6,000

万円
一般会計
歳　　入
49億6,000

万円

町民１人当たりが納める税金
約93,700円

町民１人当たりに使われる費用
約415,700円

１世帯当たりに使われる費用
約1,008,100円 Ｒ2．2．29現在

11,933人（4,920世帯）

当
初
予
算
の
概
要

　上板町議会3月定例会において令和2年度の一般会計当初予算及び住宅新築資金等貸付事業特別会計
など6特別会計の当初予算が議決されました。
  一般会計の歳入歳出予算総額は前年度当初予算に比べ5.3％（250,000千円）増の49億6千万円となっ
ております。
　歳入面では、町税、地方交付税、臨時財政対策債、及び財政調整基金等の「一般財源総額」は5.8％の
増であります。財政調整基金取り崩しによる繰入金は24.3％の増となり、次年度以降の大型事業に備え、
今後における基金の管理については、計画的な運用が不可欠です。
　主な施策としては、『子育て支援・若者の定住促進』支援として、現在建築中の（仮）保健センター
の完成による、子育てと仕事が両立出来る環境づくりの拠点としての活用に取り組みます。『高齢者福祉・
社会福祉サービスの充実』対策として、高齢者外出支援タクシー料金助成事業に路線バスの追加、高齢
者等世帯を対象とした個別収集業務の試験的実施を行い、高齢者等の支援の充実を図り安心して住み続
けられる町づくりに取り組みます。『地域資源の活性化と魅力発信』対策として、新規就農者支援、人・
農地プランの見直しのための意向調査実施、また、鳥獣被害対策事業の拡充に取り組みます。『災害へ
の万全な備えで安全安心な町づくり』対策として、空き家等実態調査の実施、空き家等対策計画の策定、
また、防災士資格取得者の増員を促進し、安全安心な町としての災害への備えに取り組みます。『財政
健全化、町民に開かれた町政』として、緊急度や優先度を踏まえた『取捨選択』を行い、自主財源の確保、
事務事業の見直しを行い創意工夫のもと、施策の選択と集中による財政の健全化に取り組みます。
　厳しい状況が続きますが、今まで以上に小さなことほど丁寧に、当たり前のことほど真剣に、常にチャ
レンジ精神をもって取り組み結果を残せるよう努力するとともに、国県の政策・動向等に注視し、住民
のニーズにも柔軟に対応していくことが今後の町政運営には必要不可欠ですので、町民の皆様方のご理
解とご協力をよろしくお願いします。

一般会計予算
特別会計予算

計

49億6,000万円
35億1,925万円
84億7,925万円

国民健康保険事業
後期高齢者医療事業
介護保険事業
住宅新築資金等貸付事業
農業集落排水事業
水道事業

15億3,997万円
1億5,935万円
14億8,055万円

1,255万円
4,105万円

2億8,578万円

23年度
24年度
25年度
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
元　年度
２　年度

23年度
24年度
25年度
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
元　年度
２　年度

（当初予算）

（決算見込）

一般会計当初予算の推移
39億4,600万円
38億4,400万円
40億円
42億6,000万円
46億円
47億5,000万円
48億3,000万円
46億2,000万円
47億1,000万円
49億6,000万円

令
和
２
年
度

令
和
２
年
度

当
初
予
算
の
概
要

15億5,100万円
15億7,800万円
16億3,800万円
16億2,700万円
16億7,900万円
16億200万円
16億2,400万円
15億6,600万円
16億万円
15億5,000万円

依

存

財

源
62％

使用料・手数料
61,567千円
（1.2％）

分担金・負担金
25,857千円
（0.5％）

町債
312,400千円
（6.3％）

地方譲与税
63,800千円
（1.3％）

地方消費税交付金等の交付金
256,066千円
（5.2％）

町税
1,118,375千円
（22.5％）

繰入金
510,074千円
（10.3％）

その他
繰越金・諸収入　
財産収入・寄附金
180,915千円
（3.6％）

自
主
財
源
38
％　

地方交付税
1,600,000千円
（32.3％）

国庫支出金
469,204千円
（9.5％）

県支出金
361,742千円
（7.3％）
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講　座　名 受講日 開始時間 受講料 準備物 講師名 会場
カラダ年齢若返り
体 操 教 室

毎月第３火曜日
午前10時00分

無　料 バスタオル
飲料水 関本　真美 第１分館

カラダ年齢若返り
ヨ ガ 教 室 午前11時00分

フラダンス教室 毎月第２・４金曜日 午後２時 月　1,000円 松本　美穂 文化センター

生 け 花 教 室
（桑原專慶流） 毎月第２・４木曜日 午後１時30分 花代

１回　800円
花器・剣山

ハサミ
筆記用具

川崎　富枝 文化センター

書 道 教 室
（小・中学生対象） 毎週水曜日 午後５時15分 会報誌

月　600円 書道道具 岡本　惠冶 第１分館

パッチワーク教室 毎月第２火曜日 午後１時30分 材料代実費 裁縫道具 眞鍋　美喜 文化センター
健 康 ヨ ガ 教 室 毎月第１木曜日 午後１時30分 無　料 タオル 勝占公美子 第１分館
日 本 舞 踊 教 室 毎週火曜日 午後１時30分 無　料 平野シマ子 文化センター
スポーツ吹矢教室 毎月第１・３水曜日 午前９時 無　料 吹矢道具 日野　繁子 文化センター
吊 し 飾 り 教 室 毎月第１・３水曜日 午後１時30分 材料代実費 裁縫道具 上原千代子 文化センター

古 典 講 座 第２火曜日 午後１時30分 月　500円
古語辞典
ノート

筆記用具
野村千恵子 文化センター

太極拳教室（午前の部） 毎週火曜日 午前10時 月　3,000円 タオル
飲料水 盛下のぶ子 文化センター

太極拳教室（午後の部） 毎月第１・３木曜日 午後７時30分 月　1,500円

大 正 琴 教 室 毎月第 2・4 水曜日 午後１時30分
月　　　3,300 円　　
入会金　1,500 円＋税
年会費　2,500 円＋税

金井　宏美 文化センター

いきいき百歳体操教室 毎週木曜日 午後１時30分 無　料 タオル 理学療法士 文化センター
オ カ リ ナ 教 室 毎月第 1・3 金曜日 午後１時30分 無　料 オカリナ 松尾　義和 文化センター

よ み っ こ 広 場 毎月第１・３水曜日 午前10時 無　料
第３水曜日
保健師による
個別相談・育
児相談を実施

文化センター

《お申し込み・お問い合わせ》上板町文化センター（☎　694－3020）

講座名 受講日 開始時間 講 師 内容・持参する物・材料費 締め切り日

ペン習字教室 毎月第１・３
水曜日 午後７時30分 佐藤　千種 ペン、昇級テスト代（受験者のみ）他 随時

フ ラ ワ ー
デザイン教室

毎月第３木曜日
初回４月16日（木） 午後１時30分 近藤佐起江 季節のアレンジメント

花ばさみ、新聞紙
4月〜9月

6回
12,000円

４月10日
（金）

寄せ植え教室 ４月22日(水） 午後１時30分 花　　　由 ハーバリウム 2,000 円 ４月17日
（金）

押 し 花 教 室 毎月第 1 火曜日 午後１時30分 近藤佐起江 季節の花を押してみよう 額代 随時

手まり作り教室 毎月第 2 木曜日 午後１時30分 中山　和子 裁縫道具 材料代 随時

■その他相談事業

く ら し の 保 険 相 談
５月26日（火）

奇数月
第４火曜日

午後１時30分 吉岡　運生
年金・健康保険・失業保険
労災保険・交通事故
生命保険・住宅ローン等

無料

《お申し込み・お問い合わせ》馬道会館（☎　694－4868）

令和２年度　上板町文化センター　講座受講生募集

令和２年度　馬 道 会 館 受 講 生 募 集
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教　室　名 開設日時 会　　場 指導者等 備　考

①キッズサッカー 第２・４月曜日
19：00〜20：00 東光小学校体育館 多富義和

町スポーツ推進委員
４歳〜
小学３年

②からだスッキリエアロ 毎週火曜日
13：30〜14：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

矢野真弓
トクシマフィットネスラボ 有料

③太極拳 毎週水曜日
13：30〜15：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

上板ふれあいクラブ
太極拳愛好会

④エンジョイエアロ 毎週木曜日
19：30〜20：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

矢野真弓
トクシマフィットネスラボ 有料

⑤健康吹き矢 第２・４木曜日
13：30〜14：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内） 井坂道子・岡本佐和子

⑥健康ストレッチ 第２・４木曜日
15：00〜15：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

板東宏一
ばんどう接骨院院長

⑦キッズスポーツ教室 第２・４土曜日
14：00〜15：00

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

八尾景子
子ども身体運動発達指導士

幼稚園〜
小学２年

⑧ニュースポーツ
　（カローリング）

第１・３土曜日
13：00〜14：30

農村環境改善センター
多目的ホール

上板町
スポーツ推進委員

⑨バウンドテニス 第１・３土曜日
15：00〜17：00

農村環境改善センター
多目的ホール

西條勝行　
県バウンドテニス協会

⑩ダンススポーツ 毎週土曜日
15：00〜17：00

中央公民館大会議室
（役場２Ｆ）

濱　清枝
徳島県ダンススポーツ連盟公認指導員

卓球を楽しもう
筋力トレーニング

月〜金13：00〜20：00
土　　13：00〜18：00

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

お友達や家族で卓球を楽しみませ
んか（貸ラケット有）

筋トレ
高校生以上使用可

【会費・スポーツ安全保険料】※会費とスポーツ安全保険料を支払えば、教室に参加できます。
区　分 年会費 家族2人目から 団体（10人以上） 団体（20人以上） スポーツ安全保険

大人（高校生以上） 　3,000円 2,500円 2,500円 2,000円 1,850円

高齢者（65歳以上） 　2,500円 2,000円 2,000円 1,500円 1,200円

中学生以下 　2,000円 1,500円 1,500円 1,000円 　800円

ファミリー 　8,000円 同一世帯で人数制限なし（要：保険加入）

フリーパス 20,000円 スポーツ安全保険料・すべての教室参加料込

※ 会費・スポーツ安全保険は令和３年３月31日まで有効
※ 筋トレ・卓球　使用料
　（会員1 ヶ月500円、会員外1回町内300円、町外500円）
※ 上板町外の方は、年会費＋500円
※ ⑤、⑧、⑨の教室は維持費として（年間500円）

【お申し込み・お問い合わせ】
上板ふれあいクラブ事務局　☎679−7788
開設時間　月〜金13：00〜20：00　土13：00〜18：00

●入会申込書は、上板町ふれあいセンターにあります。

上 板 ふ れ あ い ク ラ ブ上 板 ふ れ あ い ク ラ ブ上 板 ふ れ あ い ク ラ ブ

日曜・祝日休み令和２年度　会員募集中！
みんな楽しく、いい汗かいて　健康な体づくりみんな楽しく、いい汗かいて　健康な体づくり
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　上板町社会福祉協議会では、高齢者の方々が、健康の保持増進を推進し、趣味を生かした介護予防を目的
とした講座・教室を開催いたします。ぜひ皆さん、お友達を誘ってご参加下さい。

≪上板町老人福祉センター講座≫
福祉センター講座 定員 受　講　日 時　　間 場　　所 開 講 日

書 道 講 座 20名 月２回　第１・３火曜日 13：30〜15：00 老人福祉センター ５月12日
（第２火）

俳 句 講 座 20名 月２回　第２・４火曜日 13：30〜15：00 老人福祉センター ５月12日（火）

短 歌 講 座 20名 月１回　第３火曜日 10：00〜11：30 老人福祉センター ５月19日（火）

陶 芸 教 室 20名 月２回　第１・３金曜日 9：30〜12：00 老人福祉センター ５月　1　日（金）

健 康 運 動 30名 月２回　第１・３木曜日 13：30〜14：30 老人福祉センター ５月　7　日（木）

受講料は無料ですが、実習材料費は個人の負担となります。

≪介護予防事業≫
受講対象者　…　65歳以上で介護予防教室への参加を希望される方に栄養、歯科、運動の項目について、現在の生活状

況がわかるアンケートを実施して頂きます。その結果、多くの項目に該当し、生活機能の維持改善の
ため、見直しが必要とみなされた方が対象となります。

介 護 予 防 教 室

定員 受講日 時　間 場　所 開講日

30名
７月〜９月（３か月間）

毎週火曜日
8/11 は休み

栄養・歯科・
運動教室

9：30〜12：00
老人福祉センター ７月７日（火）

◎申し込み締め切り　４月末日
◎振り返り講習日（２回）　①　2020 年 12 月１日（火）　　②　2021 年３月２日（火）

≪健康づくり事業≫
講　座　名 定員 受　講　日 時　　間 場　　所 開 講 日

みんなでからだ元気！ 30名 月１回　第１月曜日 10：00〜11：00 東 老 人 集 会 所 ５月11日
（第２月）

みんなでからだ元気！ 30名 月１回　第２金曜日 10：00〜11：00 西 老 人 集 会 所 ５月　8　日（金）

みんなでからだ元気！ 30名 月１回　第３金曜日 10：00〜11：00 西分老人集会所 ５月15日（金）

みんなでからだ元気！ 30名 月１回　第４金曜日 10：00〜11：00 南 老 人 集 会 所 ５月22日（金）

太 極 拳 20名 月１回　第２木曜日 10：00〜11：30 西分老人集会所 ５月14日（木）

太 極 拳 20名 月１回　第４木曜日 10：00〜11：30 南 老 人 集 会 所 ５月28日（木）

笑 い ヨ ガ 20名 月１回　第３土曜日 10：00〜11：00 西分老人集会所 ４月18日（土）

※受講資格、上板町内在住で、老人クラブ会員及び一般の方々。

● お申し込み・お問い合わせ ●　　上板町社会福祉協議会事務局　☎６９４−６１５５

令和２年度
老人福祉センター講座・介護予防教室・健康づくり事業のご案内
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保健師からのお知らせです保健師からのお知らせです

　⑵　自己負担額　　4,000円（接種費用から公費負担を除いた金額です。）
　　　※ただし、生活保護世帯の方は町が発行する「高齢者の肺炎球菌予防接種費用免除券」を発行しますので、下

記お問い合わせ先までお申し出ください。

　⑶　接種可能期間　　令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

１．高齢者の肺炎球菌予防接種の費用助成について

　肺炎球菌予防接種は、肺炎球菌に起因する肺炎の発症及び重症化を予防するためのものです。
　接種を希望する方はかかりつけ医療機関へ申し込んでください。（※要予約）

　⑴　定期接種対象者
上板町に住民票があり接種を希望する方で、
下記①～②に該当する方のうち、今までに肺炎球菌ワクチン接種を受けたことのない方。

　　①　令和２年度に下記年齢になる方

　　②　60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機
能に障害を有する方

　⑷　そ　の　他
　今年度助成の対象となる方へは４月に個別通知を送付いたします。
　通知を紛失した場合、福祉保健課までお問い合わせください。

年齢 生年月日 年齢 生年月日

65歳 昭和30年４月２日生～昭和31年４月１日生 85歳 昭和10年４月２日生～昭和11年４月１日生

70歳 昭和25年４月２日生～昭和26年４月１日生 90歳 昭和５年４月２日生～昭和６年４月１日生

75歳 昭和20年４月２日生～昭和21年４月１日生 95歳 大正14年４月２日生～大正15年４月１日生

80歳 昭和15年４月２日生～昭和16年４月１日生 100歳 大正９年４月２日生～大正10年４月１日生

※　町からの費用助成の対象となるのは、この期間中の1人1回のみです。
　　この期間に接種できなかった場合、その後の接種は任意接種（全額自己負担）となりますので、ご注
意ください。

　麻しんは麻しんウイルスの空気感染によって起こります。感染力が強く、発熱、せき、鼻汁、
めやに、発疹を主症状とします。主な合併症としては、気管支炎、肺炎、中耳炎、脳炎があります。
　風しんは風しんウイルスの飛沫感染によって起こります。軽い風邪症状で始まり、発疹、発熱、
後頸部リンパ節腫脹などが主症状です。合併症として、関節痛、血小板減少性紫斑病、脳炎などがあります。
　定期接種の該当者は以下の通りです。確実に予防するために２回の予防接種が必要ですので、通知を受け取った
ら早い時期に受けてください。
　　第１期：１歳児　　　第２期：小学校入学前1年間の幼児

春先から初夏にかけて風しんが流行しやすい時期です。
予防接種により風しんを予防しましょう！

２．麻しん風しん混合（麻しん・風しん単独も可）予防接種について
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３．風しんの追加的対策について（風しん抗体検査・風しん第５期定期予防接種）

　厚生労働省は、平成30年の風しんの流行を受け、同年12月に、風しんに係る公的接種を受ける機会がなかった
昭和37年４月２日から昭和54年４月１日までの間に生まれた男性に対し、風しん抗体検査及び予防接種（風しん
第５期定期予防接種）を行うこととしました。この対策の実施期間は平成31年４月１日から令和４年３月31日ま
での３年間となります。
　実施にあたっては、まず、風しん抗体検査を行い、検査結果が一定の基準を満たさない方が、風しん第５期定期
予防接種の対象者となります。

１．対 象 者　　昭和37年４月２日から昭和54年４月１日の間に生まれた男性

２．実施回数　　風しん抗体検査・風しん第５期定期予防接種それぞれ１回
３．実施期間　　平成31年４月１日から令和４年３月３１日まで
４．実施機関　　契約医療機関
　　　　　　　　※詳しくは厚生労働省のホームページをご覧いただくか、福祉保健課へお問い合わせください。
５．費　　用　　風しん抗体検査・風しん第５期定期予防接種それぞれ原則無料
６．実施方法　　①福祉保健課から上記の対象者へ風しん抗体検査・風しん第５期定期予防接種のクーポン券を送付する。
　　　　　　　　②福祉保健課が送付したクーポン券を持参し、風しん抗体検査を以下のいずれかで受検する。
　　　　　　　　　１）契約医療機関
　　　　　　　　　２）特定健診の機会
　　　　　　　　　３）事業所健診の機会
　　　　　　　　③医療機関又は健診機関から風しん抗体検査結果を受け取る。
　　　　　　　　④抗体価がHI法にて「８倍未満・８倍」の場合、福祉保健課が送付したクーポン券を持参し、契

約医療機関にて風しん第５期定期予防接種を受ける。
　　　　　　　　　※抗体価がHI法にて「16倍」の場合は「上板町風しん予防接種費助成」の対象になります。

４．上板町風しん予防接種費助成について

　妊婦の風しん感染予防を強化し、及び先天性風しん症候群の発生を予防するため、風しんの感染予防を目的とした
風しんワクチンの接種を受けた方に対し、その予防接種に係る費用を助成いたします。
１．対 象 者　　⑴　予防接種を受けた日に上板町に住所を有する方で、風しんの抗体検査において陰性と診断され、

かつ、次のいずれかに該当するものであること。
　　　　　　　　　ア　妊娠を希望する、又は妊娠する可能性の高い女性
　　　　　　　　　イ　昭和37年４月２日から平成２年４月１日までの間に生まれた男性（風しん第５期の対象者を除く）
　　　　　　　　⑵　予防接種を受けた日が、平成２５年１０月２２日以降であること。
２．助成回数　　１回
３．助成金額　　ア　風しん単抗原ワクチン　　　３，５００円
　　　　　　　　イ　麻しん風しん混合ワクチン　５，０００円
　　　　　　　　ただし、接種費用がこの金額に満たない場合は実際の接種費用を助成する。
４．申請時に必要な物　　次に掲げる書類の原本もしくはコピーを持参してください。
　　　　　　　　⑴　風しんの抗体検査において陰性と判断された者であることを証明することができる資料
　　　　　　　　⑵　当該予防接種に要した費用に係る領収書
　　　　　　　　⑶　予防接種を受けたことがわかる書類（接種済証、又は本人申請）
　　　　　　　　⑷　費用を振り込む通帳（本人名義のものに限る）
　　　　　　　　⑸　印鑑

● お問い合わせ ●　　上板町役場　福祉保健課　☎６９４−６８１０

※令和２年度は、「昭和37年４月２日から昭和47年４月１日の間に生まれた男性」　にクーポン
券を個別通知します。「昭和47年４月２日から昭和54年４月１日の間に生まれた男性」には、
令和元年５月にクーポン券を個別通知しております。クーポン券を紛失された方には、再発
行することができますので、福祉保健課までお問い合わせください。

クーポン券は、令和２年４月中に、対象者に送付予定です。
風しん抗体検査・風しん第５期定期予防接種を受ける際は、必ずクーポン券をご持参ください。
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「健康増進法」が改正され、受動喫煙の防止が強化されます
　平成30年7月に健康増進法の一部が改正され、望まない受動喫煙の防止対策が強化されることと
なりました。受動喫煙とは、他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることです。受動
喫煙により、がんや呼吸器の病気などの健康被害が起こるため、問題になっています。

○学校・児童福祉施設
○病院・診療所
○行政機関の庁舎
○バス・タクシー・航空機　等

※屋外にのみ喫煙場所を設置
　することができます。

令和2年
4月1日
施行

令和元年7月より 令和2年4月より

禁煙（敷地内禁煙）

○事務所　　○工場　　○ホテル・旅館　　○飲食店
○旅客運送事業船舶（フェリー、遊覧船など）　　○鉄道　　○国会・裁判所　等

喫煙可能な設備を
もった施設には必
ず、指定された標
識の掲示が義務付
けられています。

多くの施設に
おいて屋内が
原則禁煙

施設に基準を満たした喫煙室
がある場合、標識の掲示を義
務づけ

20歳未満の人は、たと
え喫煙を目的としない
場合であっても、いっ
さい喫煙エリアへの立ち入りは禁止
されています。たとえ従業員であっ
ても立ち入らせることはできません。

20歳未満の人は喫煙エリア
への立ち入り禁止

※詳細は、厚生労働省「なくそう！望まない受動喫煙。」（https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/）をご覧ください。

思い出も楽しく残せます！

！不安だらけの子育ても
地域の育児情報があると安心 お子さまの成長を簡単に記録！面倒で忘れがちな予防接種もカンタンに管理できる！

最適な接種日を自動表示

出生日と接種状況に応じて、
最適なスケジュールをお知らせします！

お子さまの急な発熱などでの突然の
予定変更にも対応できます。

受け忘れ防止のお知らせ機能

接種予定日が近づくと
事前にプッシュ通知でお知らせ！
忙しい毎日でも予定日を忘れず安心です。

妊娠から出産、子育てまでをフルサポート

母子手帳アプリ

かみいた
すくすくナビ

by

やることが多くて大変！そんな育児を少しでも楽に

アプリストアからダウンロードして
カンタン登録！

母子モ 検索

母子モ（ボシモ）で検索！ or

QRコードからダウンロード!

地域の情報がカンタンに手に入る

地域のお知らせが届く

お住まいの地域のイベントや、
育児・生活情報が届きます。

お住まいの子育て施設をカンタン検索

お住まいの地域周辺の医療機関や公園、幼稚園・保育園
など、育児に欠かせない施設を検索できます。
また検索結果の地図表示や、
現在地から近い施設を表示することも可能です。

150種類 のイベントを、写真とコメント付きで

記録。日々の出来事を思い出として残せます。

できたよ記念日

身長/体重グラフ

家族共有

お子さまの身長・体重を入力すると

自動でグラフ化！ひと目で成長が分かります。

お子さまの成長記録や思い出を、パパや

おじいちゃん・おばあちゃんにも共有できます。

家族全員で成長を見守りましょう。

アカウント連携or
メール登録をしよう!

お手持ちのID、
もしくはメールアドレス
を選択してください

あなたのプロフィール
を登録しよう！

お子さまの情報
を登録しよう！

1

お住まいの地域の郵便

番号を登録してください

地域の育児情報を受け

取ることができます

2

胎児やお子さまの情報

を登録すると、成長に合

った情報がお知らせさ

れます

複数のお子さま
の登録可能

3
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４
月

1 ㈬ 香 川 内 科 692 − 9770
2 ㈭ 森 本 医 院 641 − 4141
3 ㈮ 中 川 整 形 外 科 641 − 2288
4 ㈯ 田 根 内 科 胃 腸 科 698 − 0123
5 ㈰ 上板整形外科クリニック 637 − 6600
6 ㈪ 稲 次 病 院 692 − 5757
7 ㈫ 浜 病 院 692 − 2317
8 ㈬ 清 水 内 科 692 − 8900
9 ㈭ あ い ず み 皮 ふ 科 692 − 9211
10 ㈮ 奥 村 医 院 692 − 2403
11 ㈯ い の も と 眼 科 内 科 698 − 8887
12 ㈰ 藤 本 ク リ ニ ッ ク 698 − 0303
13 ㈪ 山 田 眼 科 藍 住 692 − 8118
14 ㈫ 矢 野 医 院 692 − 4411
15 ㈬ 山 根 眼 科 692 − 8171
16 ㈭ 西 條 耳 鼻 咽 喉 科 692 − 8711
17 ㈮ 富 本 小 児 科 内 科 692 − 7228
18 ㈯ 北島こどもクリニック 697 − 2221
19 ㈰ 川 原 眼 科 694 − 8388
20 ㈪ きはら耳鼻咽喉科医院 693 − 0087

■ 担当時間 ■　平日 18：00 ～ 22：00　　休日 9：00 ～ 22：00

４
月

21 ㈫ 内科クリニック・オクムラ 692 − 4771
22 ㈬ 中 山 産 婦 人 科 692 − 0333
23 ㈭ 近 藤 外 科 内 科 693 − 1188
24 ㈮ こやま小児科内科クリニック 637 − 3211
25 ㈯ つ か さ ク リ ニ ッ ク 697 − 2323
26 ㈰ か ま だ 眼 科 678 − 8585
27 ㈪ 大 久 保 内 科 692 − 1220
28 ㈫ 中村耳鼻咽喉科クリニック 697 − 3213
29 ㈬ 山 田 外 科 内 科 698 − 5500
30 ㈭ 杉みね整形クリニック 693 − 1021

５
月

1 ㈮ 増 田 ク リ ニ ッ ク 693 − 3020
2 ㈯ 健生きたじまクリニック 698 − 9629
3 ㈰ き た じ ま 田 岡 病 院 698 − 1234
4 ㈪ き た じ ま 田 岡 病 院 698 − 1234
5 ㈫ き た じ ま 田 岡 病 院 698 − 1234
6 ㈬ き た じ ま 田 岡 病 院 698 − 1234
7 ㈭ 小 松 泌 尿 器 科 692 − 1277
8 ㈮ 藍 住 川 島 ク リ ニ ッ ク 692 − 0110
9 ㈯ こ ま つ ば ら 整 形 外 科 698 − 5108
10 ㈰ 吉 野 川 病 院 698 − 6111

担当時間以外
の深夜の救急

きたじま田岡病院　　698 − 1234　　全日対応ですが、要確認
稲 　 次 　 病 　 院　　692 − 5757　　水曜日、土曜日は受診前に要確認
東徳島医療センター　　672 − 1171　　対応日は確認してください

※休日・夜間緊急病院は、変更している場合がありますので、必ず電話してから受診してください。

４月　保健行事予定表

令和２年４・５月分
〈4/1～5/10まで〉

市外局番は（０８８）です。在 宅 当 番 医在 宅 当 番 医

Ⅰ　健康相談・健康教育
月／日 時　間 場　所 内　容 担　当

4/7 10：00〜
11：30

農村環境改
善センター

個別健康相談・
健康教育

保健師・
理学療法士

5/12 10：00〜
11：30

農村環境改
善センター 個別健康相談 保健師

月／日 受付時間 場　所 内　容 該当者

4/24 9：00〜
9：20

農村環境改
善センター

離乳食教室、赤ちゃ
んの成長発達・事
故予防・予防接種
について

令和元年
11月16日〜
令和2年
2月15日生

４．のびのび子育て教室

３．３歳児健康診査
月／日 受付時間 場　所 内　容 該当者

4/22 13：00〜
13：20

農村環境改
善センター

問診、内科・歯科診
察、身体測定、尿
検査、発達・育児・
歯科・栄養相談

平成28年
11月1日〜
平成29年
1月31日生

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、日程
を変更又は中止させていただく場合があります。その際
は、電話や個別通知等でご連絡させていただきます。

Ⅱ　乳幼児健康診査
１．乳児健康診査
月／日 受付時間 場　所 内　容 該当者

4/8 13：10〜
14：00

農村環境改
善センター

問診、身体測定、
診察、育児相談、
栄養相談

令和元年
5月　6月　11月
12月生

２．股関節脱臼検診・ブックスタート
月／日 受付時間 場　所 内　容 該当者

4/15 8：45〜
9：00

農村環境改
善センター

股関節脱臼検診・
ブックスタート

令和元年
11月16日〜
令和2年
2月15日生
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医
療
給
付
費
、
介
護
納
付
金
に
係
る
課
税
限
度
額
を

次
の
と
お
り
引
き
上
げ
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置
の
対
象
を
拡
大
す
る

た
め
、
５
割
軽
減
及
び
２
割
軽
減
の
対
象
と
な
る
世
帯

の
軽
減
判
定
所
得
を
引
き
上
げ
ま
す
。

保
険
税
軽
減
の
拡
充
に
つ
い
て

＜平成31年度課税限度額＞
医療給付費　　　　　61万円
後期高齢者支援金　　19万円
介護納付金　　　　　16万円

計　　　　　　　　　96万円

＜平成31年度軽減判定所得＞
７割軽減　＝　33万円

５割軽減　＝　33万円＋28万円×被保険者数

２割軽減　＝　33万円＋51万円×被保険者数

＜令和２年度軽減判定所得＞
７割軽減　＝　33万円（変更なし）

５割軽減　＝　33万円＋28万５千円×被保険者数

２割軽減　＝　33万円＋52万円×被保険者数

税制改正に伴い、課税限度額及び保険税軽減範囲が変わります
課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て

＜令和２年度課税限度額＞
医療給付費　　　　　63万円
後期高齢者支援金　　19万円
介護納付金　　　　　17万円

計　　　　　　　　　99万円

税制改正に伴い、課税限度額及び保険税軽減範囲が変わります

国民健康保険税の改正につい て国民健康保険税の改正について
　
税
率
の
改
正
に
つ
い
て

　

令
和
２
年
度
か
ら
の
上
板
町
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率

を
改
正
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

医
療
給
付
費
の
資
産
割
を
20
％
（
現
行
25
％
）
に
改
正
し
ま

す
。

　

な
お
、
そ
の
他
の
税
率
に
つ
い
て
改
正
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令和２年度の
国民健康保険税率 医療給付費 後期高齢者

支援金 介護納付金

所得割率 課税対象額 9.4％ 2.5％ 1.5％

資産割率 固定資産税額 20％ 5％ 5％

均等割額 加入者一人
あたり 25,000円 6,000円 6,000円

平等割額 一世帯あたり 20,000円 6,000円 5,000円

課税限度額 630,000円 190,000円 170,000円

　

令
和
２
年
度
国
民
健
康
保
険
税
額
の
決
定
通
知
書
は
７
月
上

旬
に
発
送
し
ま
す
。

※課税対象額
　加入者の前年中の総所得金額及び山林所得金額、譲渡所得金額などの合計から33万
円を控除した額
※固定資産税額
　加入者の令和２年度固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る分

税（料）目
納期 軽自動車税 町・県民税 固定資産税 国民健康

保険税
後期高齢者
医療保険料

1 期 　6　月　1　日 　6　月30日 　7　月31日 　7　月31日 　8　月31日
2 期 　8　月31日 　9　月30日 　8　月31日 　9　月30日
3 期 11月　2　日 12月25日 　9　月30日 11月　2　日
4 期 　2　月　1　日 　3　月　1　日 11月　2　日 11月30日
5 期 11月30日 12月25日
6 期 12月25日 　2　月　1　日
7 期 　2　月　1　日 　3　月　1　日
8 期 　3　月　1　日 　3　月31日

町
税（
料
）の

納
期
に
つ
い
て

　

令
和
２
年
度
の
納
期
は
次
の
と
お
り
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

納
期
内
の
納
付
に
ご
協
力
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

上
板
町
役
場　
税
務
課

☎
六
九
四

−

六
八
〇
七

お
問
い
合
わ
せ
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●保険料の計算方法

●保険料の軽減

５２，９１３円

５５，０００円

保険料　＝　被保険者均等割額　55，000円＋｛（総所得金額等－33万円）×所得割率　10.28％｝

33万円以下で、世帯内の被保険者全員の所得が
ない（年金収入80万円以下） ７割

被保険者均等割額の軽減 被用者保険の被扶養者であった場合の軽減

被用者保険の被扶養者であった場合の軽減期間

【お問い合わせ先】　上板町役場　税務課　後期高齢者医療担当　☎ 6 9 4 － 6 8 0 7

33万円以下 7.75割

33万円＋（28万5,000円※1×被保険者数）以下 ５割

２割

世帯の所得額の合計 ５割軽減

均等割額

負担なし

所得割額

均等割額の
軽減割合

　保険料率は２年ごとに改定を行うこととなっており、令和２年度及び令和３年度の保険料率（被保険者均
等割額・所得割率）が決定しました。また、制度の見直しや政令改正により、保険料の上限額や被保険者均
等割額の軽減を改定しています。
　被保険者のみなさまに納めていただく保険料は、公費や現役世代の支援金とともに大切な財源となります。

（平成30・令和元年度）

↓
（令和２・３年度）

（被保険者全員が等しく負担）

１０．３４％

１０．２８％

（平成30・令和元年度）

↓
（令和２・３年度）

（被保険者が所得に応じて負担）

被保険者均等割額と所得割額を合計して、個人単位で計算します。

所得の低い方及び被用者保険（国保・国保組合以外の健康保険）の被扶養者であった方は、令和２年
度は次のとおり保険料が軽減されます。

令和２年度から保険料の年額の上限は 62 万円から 64万円になります。

世帯主と世帯の被保険者の所得額の合計に応じて、均等割額が世帯単
位で軽減されます。

後期高齢者医療制度加入の前日まで、被用者保険
（国保・国保組合以外の健康保険）の被扶養者となっ
ていた方が対象となります。
ただし，所得の低い方に対する均等割額の軽減にも
該当する方については，いずれか大きい方の割合が
軽減されます。
　

【均等割額の軽減割合】　５割軽減

平成31年４月１日より保険料軽減特例を見直すこ
ととなりました。
　「後期高齢者医療制度の資格を取得してから２年を
経過する月までは、均等割額が５割軽減されます。」
なお、所得割額は当面の間はかかりません。

○前年度からの変更点
【軽減対象の拡充】下表「世帯の所得額の合計」欄中
※１：軽減割合５割について　28万円 → 28万5,000円
※２：軽減割合２割について　51万円 → 52万円

下表「均等割額の軽減割合」欄中
※３：　８割 → ７割
※４：　8.5割 → 7.75割

※3

※4

33万円＋（52万円※2×被保険者数）以下

保険料率改定のお知らせ【後期高齢者医療制度】

被保険者均等割額 所得割率
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改
修
費
用
っ
て

け
っ
こ
う
す
る
ん

ち
ゃ
う
ん
？

耐震シェルター

80万円
（補助率4/5）

住まいの耐震化

本格的な耐震改修

100万円
火災予防

10万円
+ 上乗せ

＋

感震ブレーカー設置
（分電盤タイプ）

＋
火災
予防
火災
予防

住まいのスマート化

30万円
（補助率2/3）

そ
ん
な
方
に
は

最
先
端
の

リ
フ
ォ
ー
ム
も

補
助
！

南海トラフの地震は
30年以内に70～80％
の確率で発生！

住宅の
耐震化を

そ
れ
な
ら

耐
震
改
修

し
ま
し
ょ
う
！

お
う
ち
の
状
態
に

合
わ
せ
て

各
種
補
助
制
度
を

ご
用
意
し
て

お
り
ま
す

で
も

直
し
た
い
所
は

他
に
も
あ
る
し･･

お
ば
あ
ち
ゃ
ん

う
ち
は
大
丈
夫
？

心
配
や
な
ぁ･･･

も
ち
ろ
ん

水
回
り
や
内
外
装
の

リ
フ
ォ
ー
ム
も
！

ほ
な
耐
震
も

リ
フ
ォ
ー
ム
も

し
よ
う
か
な
♪

僕
も
安
心

アプリ連動コンロ

スマートロック

スマホ連動
宅配ボックス

Ｉ
Ｃ
Ｔ
や

Ａ
Ｉ
を

活
用
！

（補助率4/5）

受 付 期 間 令和２年４月１日～１２月２８日

詳
し
い
内
容
は

隣
の
ペ
ー
ジ
で
！

お問い合わせ 上板町役場 企画防災課 ☎694-6824● お問い合わせ ●　　上板町役場　企画防災課　☎６９４−６８２４
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木造住宅耐震化促進事業のご案内
　今後30年以内に、70～ 80％の確率で起きる南海トラフ大地震に備え、町内の木造住宅耐震化促進
事業を実施し、住宅の耐震性の向上を図ることを目的としていますので、ぜひご活用ください。

耐震診断

木造住宅耐震化促進事業のご案内

上板町では住まいのリフォーム補助も行っています。詳しくは次のページへ！

❶ ❷ 補強計画

改修工事❸

受付戸数　15戸

受付戸数　10戸

費用

●木造（在来軸組構法、伝統構法、枠組壁工
　法等）
●平成12年5月31日以前に着工
●３階建て以下
●住宅（併用住宅、共同住宅、長屋、借家、
　空き家を含む）

要件

●耐震診断で、評点1.0未満と判定
（必須事項）
●改修後の評点を1.0以上とする工事
●高さ1.5m以上の家具の固定
●分電盤タイプの感震ブレーカーの設置
　※コンセントタイプや簡易タイプは含まれません

要件

3,000円

受付戸数　10戸

費用

●耐震診断で、評点1.0未満と判定

診断結果を元に、
改修工事の参考となる
補強計画と概算費用を
提示します。

※耐震診断を受けられた時期が平成25年度以前の場合は、
　再度、耐震診断から行う必要があります。
※耐震シェルター設置や住替え（除却）を予定している方
　はお申込みできません。

要件

無料

耐震改修支援事業

最大100万円
耐震改修

（補助率4/5）
10万円
感震ブレーカー

＋

受付戸数　13戸
●耐震改修支援事業又は耐震シェルター設置支援事業
　 と併せておこなう
●ＩＣＴやＡＩを活用した設備を設置する
　〈例〉・スマートロックの設置
　　　・遠隔確認機能付き宅配ボックスの設置　等

（対象にできる工事）
●省エネルギー化工事
●バリアフリー化工事　　等

要件

住まいのスマート化支援事業
最大30万円 最大140万円

最大110万円（補助率2/3）

＋
＋

＝
＝

受付戸数　3戸
●耐震診断で、評点1.0未満と判定
●現在居住している住宅

（必須事項）
●耐震シェルター又は耐震ベッドの設置
●高さ1.5m以上の家具の固定

要件

耐震シェルター設置支援事業
最大80万円

耐震ベッドの場合は40万円
（補助率4/5）

耐震改修

シェルター

受付戸数　3戸
●耐震診断で、評点0.7未満と判定
●昭和56年5月31日以前に着工
●現在居住している住宅

（必須事項）
●住宅のすべてを除却
●解体業者が施工

要件

住替え支援事業
最大30万円
（補助率2/5）
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■対象
・ブロック塀等の撤去費もしくは建替費（撤去+新設）
・上板町耐震改修促進計画に位置づけられた道路に面

した危険なブロック塀等として認められたもの
・上板町内の施工業者による令和3年2月28日までに

完了できる工事

■補助金額
・撤去のみ　…………………　最大 6万6千円
・建替（撤去､新設）　………　最大 33万3千円
　（撤去もしくは建替に要する費用の２／３）

■受付期間
　通年（予算に達し次第終了）

■注意事項
・申し込み希望の方は、事前に企画防災課へご連絡く

ださい。

● お問い合わせ ●　上板町役場　企画防災課　☎694－6824

■対象
・住宅の修繕工事費、バリアフリー化工事費　など
・自ら所有し居住する町内の住宅（集合住宅は専有部

分のみ対象）
・上板町内の施工業者による、補助対象工事費（税抜）

が20万円以上で令和3年2月28日までに完了でき
る工事

■補助金額
 最大 20万円（補助対象工事費の30%）

■受付期間
　令和２年４月１日（水）～５月15日（金）

■注意事項
・募集期間が限られています。
・申し込み時点で工事着手済み及び工事完了済み物件

は対象外となります。
・応募者多数の場合は抽選となります。

危険ブロック塀等安全対策補助 住宅リフォーム補助

■対象
・防災士資格取得にかかる費用
・資格取得後、上板町防災士会として活動いただける

方

■補助金額
　最大 1万1千円
　（講座受講料、試験受験料、防災士認証登録料の全額）

■受付期間
　通年（予算に達し次第終了）

■注意事項
・徳島県等が実施する研修を受講する必要があります

ので、お早めに企画防災課までご相談ください。
・支払時に、必ず領収書をもらってください。
・すでに資格を取得されている方は、取得から1年以

内に申請してください。

■対象
・感震ブレーカー購入費
・設置工事を行った場合 購入費+設置工事費

■補助金額
　最大 2万円
　（購入費及び設置に要する費用の1／2）

■受付期間
　通年（予算に達し次第終了）

■注意事項
・購入する前に、家電販売店にてご希望の感震ブレー

カーの見積書をもらい、申請書とあわせて企画防災
課へ提出してください。

・購入（設置）後、販売店等から領収書をもらってく
ださい。

お申し込み

各種申請書は、企画防災課窓口に備え付けてあります。（町ホームページからもダウンロードできます。）
その他条件等もありますので、申請をお考えの方は企画防災課までご相談ください。

防災士資格取得補助 感震ブレーカー設置補助
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災
害
等
に
よ
り
倒
壊
す
る
恐
れ
の
あ
る
老
朽

化
し
て
危
険
な
空
き
家
の
除
却
を
行
う
場
合

に
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
空
き
家
に
つ
い
て

は
除
却
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま

す
。

1　
対
象
と
な
る
空
き
家

　

次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
も
の
が
対
象
空

き
家
と
な
り
ま
す
。

・
現
在
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
も
居
住
す

る
見
込
み
の
な
い
老
朽
住
宅

　
（
併
用
住
宅
の
空
き
家
に
つ
い
て
は
床
面
積

の
過
半
が
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
で
あ
る

空
き
家
と
す
る
）

・
倒
壊
す
れ
ば
接
面
道
路
等
を
閉
塞
し
、
避

難
・
救
助
活
動
に
支
障
を
き
た
す
恐
れ
が
あ

る
も
の

・
事
前
の
申
込
み
及
び
実
施
を
要
す
る
空
き
家

判
定
業
務
（
除
却
タ
イ
プ
の
２
次
調
査
）
の

結
果
、
老
朽
危
険
空
き
家
に
該
当
し
た
も
の

・
町
長
が
、
倒
壊
の
危
険
性
が
あ
る
老
朽
危
険

空
き
家
と
し
て
是
正
指
導
し
た
も
の

2　
対
象
者

・
老
朽
危
険
空
き
家
と
判
定
さ
れ
た
空
き
家
住

宅
の
所
有
者
、
ま
た
は
そ
の
管
理
に
つ
い
て

権
限
を
有
す
る
者

・
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
者
及
び
そ
の
他
町
長

が
補
助
対
象
者
と
し
て
適
さ
な
い
事
項
の
該

当
者
で
な
い
と
認
め
る
者

　

※
建
物
ま
た
は
土
地
に
共
有
者
が
い
る
場
合

や
、
建
物
に
所
有
権
以
外
の
権
利
者
が
い

る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
権
利
者
全
員

の
同
意
が
必
要
で
す
。

3　
そ
の
他
補
助
要
件

・
工
事
の
完
了
後
、
補
助
申
請
年
度
の
２
月

末
日
ま
で
に
工
事
完
了
報
告
書
を
提
出
す

る
こ
と

　
4　
補
助
対
象
経
費

・
補
助
の
対
象
と
な
る
経
費
は
、
老
朽
危
険

空
き
家
の
除
却
お
よ
び
処
分
に
要
す
る
経

費
と
す
る

・
家
財
道
具
、
機
械
、
車
両
等
の
処
分
に
係

わ
る
も
の
は
対
象
と
し
な
い

　
5　
補
助
金
額

　

補
助
金
額
は
、
補
助
対
象
経
費
の
４
／
５

以
内
（
１
０
０
０
円
未
満
は
切
り
捨
て
）
か

つ
80
万
円
を
限
度
と
し
ま
す
。

　
6　
事
前
相
談

　

事
業
の
実
施
を
検
討
さ
れ
る
場
合
は
、
事

前
相
談
と
し
て
企
画
防
災
課
ま
で
お
越
し
下

さ
い
。

　【
令
和
２
年
度
事
業
の
事
前
相
談
受
付
期
間
】

　

令
和
２
年
４
月
20
日
（
月
）
～

令
和
２
年
７
月
10
日
（
金
）

　
7　
注
意
事
項

　

建
物
を
除
却
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
宅
用

地
特
例
が
適
用
さ
れ
ず
、
翌
年
度
よ
り
土
地

の
税
額
が
増
額
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
助
成
の
概
要
及
び
対
象
要
件

　

他
市
町
村
に
住
所
を
有
す
る
方
又
は
、
住

所
は
町
内
に
有
し
て
い
て
も
住
宅
を
所
有
し

な
い
方
が
、
定
住
の
た
め
に
上
板
町
内
に
住

宅
を
取
得
し
た
場
合
に
、
上
板
町
定
住
促
進

「
住
宅
取
得
応
援
助
成
金
」
を
交
付
し
ま
す
。

◎
上
板
町
に
定
住
す
る
場
合
の
み
が
対
象
で

す
。

◎
年
齢
制
限
、
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
物
件
の
要
件

◆
平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月

31
日
ま
で
に
自
ら
が
居
住
す
る
た
め
に
取

得
し
た
住
宅

◎
新
築
住
宅
（
建
売
住
宅
を
含
み
ま
す
。）・

中
古
住
宅
、い
ず
れ
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

◎
店
舗
併
用
住
宅
等
は
、
居
住
部
分
の
み
が

対
象
で
す
。

◎
賃
貸
住
宅
は
対
象
外
で
す
。

◎
住
宅
は
、
所
有
権
保
存
登
記
又
は
移
転
登

記
が
完
了
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
敷
地
（
土
地
）
は
、
取
得
の
場
合
は
所
有

権
移
転
登
記
が
、
借
受
け
の
場
合
は
貸
借

契
約
等
が
完
了
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

◎
敷
地
（
土
地
）
と
住
宅
（
家
屋
）
の
所
有

者
が
異
な
る
場
合
、
土
地
の
固
定
資
産
税

相
当
額
は
対
象
外
と
し
ま
す
。

◆
床
面
積
が
50
㎡
以
上
か
ら
２
８
０
㎡
以
下

の
住
宅

◎
併
用
住
宅
に
か
か
る
床
面
積
は
、
居
住
の

用
に
供
す
る
部
分
の
面
積
と
し
ま
す
。

■
助
成
金
の
額

　

助
成
金
の
額
は
、
対
象
住
宅
及
び
対
象
住

宅
に
係
る
住
宅
用
地
に
対
し
て
賦
課
及
び
納

付
さ
れ
た
固
定
資
産
税
額
に
相
当
す
る
額
と

し
ま
す
。

◎
住
宅
用
地
に
つ
い
て
は
所
有
権
を
有
す
る

場
合
の
み
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

■
助
成
の
期
間

　

助
成
の
期
間
は
、
対
象
住
宅
を
取
得
し
、

最
初
に
到
来
す
る
固
定
資
産
税
賦
課
期
日
の

属
す
る
年
度
以
降
５
年
間
と
し
ま
す
。

■
交
付
申
請

　

７
月
～
翌
年
２
月
末
の
間

◎
固
定
資
産
税
納
付
後
の
申
請
に
な
り
ま

す
。

◎
助
成
金
は
年
度
毎
の
納
付
さ
れ
た
固
定
資

産
税
に
対
し
て
交
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

た
め
、
制
度
の
利
用
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
初
回
申
請
以
降
毎
年
度
（
最
大
５
回
）

申
請
が
必
要
で
す
。

◎
審
査
の
結
果
助
成
金
の
交
付
を
受
け
ら
れ

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

※
助
成
金
の
交
付
に
は
他
に
も
要
件
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
企
画
防
災
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

上
板
町
役
場　
企
画
防
災
課

☎
６
９
４

−

６
８
２
４

お
問
い
合
わ
せ

上
板
町
定
住
促
進
「
住
宅
取
得
応
援
助
成
金
」

上
板
町
老
朽
危
険
空
き
家
除
却
支
援
事
業

（
令
和
２
年
度
）

上
板
町
は
住
宅
を
取
得
し

定
住
さ
れ
る
人
を
応
援
し
ま
す
！

上
板
町
役
場　
企
画
防
災
課

☎
６
９
４

−

６
８
２
４

お
問
い
合
わ
せ
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1
　
補
助
対
象
者

　

町
内
の
バ
ス
停
留
所
を
利
用
し
、
令

和
２
年
４
月
１
日
～
令
和
３
年
３
月
31

日
ま
で
の
間
に
１
ヶ
月
以
上
の
徳
島
バ

ス
定
期
券
を
購
入
し
た
方

2
　
補
助
金
額

　

徳
島
バ
ス
定
期
券
購
入
費
の

　
１
／
２
の
金
額

3
　
募
集
件
数

　

予
算
の
範
囲
内
で
先
着
順

に
受
付
し
ま
す
。

4
　
申
し
込
み
手
順

①　

徳
島
バ
ス
か
ら
路
線
バ
ス
の
定
期

券
を
お
買
い
求
め
く
だ
さ
い
。
そ
の

時
、
領
収
書
も
あ
わ
せ
て
お
受
け
取

り
く
だ
さ
い
。

②　

企
画
防
災
課
窓
口
に
備
え
付
け
の

生
活
交
通
バ
ス
定
期
券
購
入
費
補
助

金
交
付
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、
定
期
券
と
領
収
書
の
写
し
を

添
付
し
て
企
画
防
災
課
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

※
上
板
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

申
請
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

■
対
象
経
費

　

マ
リ
ッ
サ
と
く
し
ま
マ
ッ
チ
ン
グ
会
員
登
録
料
の
１
／
２

　

登
録
料
１
０
、０
０
０
円
（
２
年
間
有
効
）

■
対
象
者

　

上
板
町
に
現
住
所
が
あ
る
20
歳
以
上
の
独
身
の
方

■
申
し
込
み
手
順

　

マ
ッ
チ
ン
グ
会
員
登
録
後
、
補
助
申
請
書
と
登
録
料
支
払

い
証
明
書
（
領
収
書
ま
た
は
振
込
明
細
書
）
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

※
詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
と
は

１
対
１
の
お
引
合
わ
せ
（
お
見
合
い
）
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
会
員
制
の
マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
で
す
。

●
主
な
流
れ

　
①
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
や
電
話
で
入
会
申
込

　
②
会
員
登
録
（
半
額
補
助
）

　
③
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
で
お
相
手
探
し

　
④
お
引
合
せ
（
お
見
合
い
）
申
し
込
み

　
⑤
顔
合
わ
せ
・
対
面

　
⑥
お
互
い
に
交
際
意
思
が
あ
れ
ば
交
際
ス
タ
ー
ト

　

こ
の
表
示
板
は
、（
一
財
）
砂
防
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
整
備
推
進
機
構
が
（
一
財
）
日
本
宝
く
じ
協

会
の
助
成
金
を
活
用
す
る
な
ど
し
て
実
施
し

て
い
る
「
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
を
明
示
し
た

看
板
の
整
備
事
業
」
に
町
が
申
請
を
行
い
、
技

の
館
正
面
玄
関
横
に

完
成
し
ま
し
た
。

　

町
民
の
皆
さ
ま
は

も
と
よ
り
、
技
の
館

へ
の
来
館
者
や
周
辺

の
観
光
客
に
、
本
町

に
あ
る
土
砂
災
害
警

戒
区
域
や
指
定
緊
急

避
難
場
所
等
を
お
知

ら
せ
す
る
こ
と
で
、

安
全
・
安
心
に
つ
な

が
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
ま
す
。

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
を
明
示
し
た

現
地
表
示
板
が
完
成

　

既
に
戸
別
受
信
機
を
設
置
済
み
で
、
防
災
行
政
無
線

の
放
送
が
急
に
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
場
合
や
、
放
送
が

途
切
れ
る
な
ど
の
症
状
が
あ
る
場
合
も
企
画
防
災
課
へ

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　
上
板
町
役
場　
企
画
防
災
課

　
☎
６
９
４

−

６
８
２
４

お
問
い
合
わ
せ

■
補
助
制
度
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
企
画
防
災
課

　
☎
６
９
４

－

６
８
２
４

■
マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
お
問
合
せ

　
と
く
し
ま
マ
リ
ッ
ジ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
８
８

－

６
５
６

－

１
０
０
２
（
水
・
木 

休
み
）

　

http://w
w

w
.m

sc-tokushim
a.jp/

お
問
い
合
わ
せ

上
板
町
役
場企

画
防
災
課

☎
６
９
４

−

６
８
２
４

防
災
行
政
無
線
の
戸
別

受
信
機
の
設
置
が
お
済
み

で
な
い
方
は
、
企
画
防
災
課

ま
で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

徳
島
バ
ス
定
期
券

購
入
費
補
助

あ
な
た
の
婚
活
を

応
援
し
ま
す
！

あ
な
た
の
婚
活
を

応
援
し
ま
す
！
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　「上板町 人・農地プラン」に地域の中心となる経営体として位置づけられた認定農業者、又は認定新規就農者
等が売買により農地を取得した場合、「取得した者」と「提供した者」に10アール当たり10万円を交付します。

　農地（耕作放棄地）を新規に借受け、又は売買等により農地を取得し再生利用に取り組む場合10アール当たり
５万円を交付します。

※対象農地は、町が毎年行う荒廃農地発生･解消状況調査等において耕作放棄地と判断され、且つ農地中間管理
機構に貸付登録されている農地。（売買等により所有権を取得する場合は農地中間管理機構貸付登録の有無は
問いません。）

＊事業の種類

①　農 地 取 得 型 （農地を売買により取得）

　「上板町 人・農地プラン」に地域の中心となる経営体として位置づけられた認定農業者、又は認定新規就農者
等が農地中間管理機構を通して農地を３年間 新規に賃借した場合に、「農地の貸付者」と「借受者」に10アー
ル当たり１万円を交付します。
　また、３年間の貸借期間満了後に改めて３年以上の賃借権を再設定した場合、10アール当たり１万円を交付
します。（再設定での交付は１回限り）

②　農地利用増進型 （農地を３年間の賃借権設定）

農地中間管理機構

●売買 農地10アール
農地を取得した農業者に　100,000円／10a　を交付
農地を提供した者に　　　100,000円／10a　を交付

３年以上借受し再生利用　50,000円／10a　を交付
所有権を取得し再生利用　50,000円／10a　を交付

●貸借
●売買

耕作放棄地
10アール

農地中間管理機構

農地所有権者

●耕作放棄地再生利用

上板町耕作放棄地再生事業について

上板町単独農地集積促進事業について

上板町耕作放棄地再生事業について

上板町単独農地集積促進事業について

●賃借 農地10アール
農地を貸付した農業者に　10,000円／10a　を交付
農地を借受した農業者に　10,000円／10a　を交付

　農用地の有効利用及び優良農地確保のため、今後地域の中心となる農業者
（認定農業者・認定新規就農者等）への農地の集積を支援します。

耕作放棄地を借受、又は売買等により取得し再生利用に取り組む農業者を支援します。

● お問い合わせ ●　　上板町役場　産業課　　☎６９４－６８０６（直通）
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補助対象経費は処理機等本体の購入価格です。
運搬費や設置費等は補助対象外です。

手続き方法などお問い合わせ　　上板町役場　環境保全課　☎694－6813

※電話予約制度を導入しました。お電話一本で予約受付致します。
※補助金の交付は１世帯につき１回限りで、生ごみ処理容器又は電気式生ごみ処理機のどちらか１台となります。
　（但し、補助金交付日から生ごみ処理容器は３年、電気式生ごみ処理機は５年、経過していればこの限りではない。）
※先着順に受け付け、補助台数に達し次第、締め切りとなりますので補助金希望の方は事前に環境保全課へ
　お問い合わせください。

①生ごみ処理容器（例：コンポスト・EM菌等使用容器）
　購入価格の２分の１以内の額で、３,０００円を限度。

②電気式生ごみ処理機（例：乾燥式・バイオ式）
　購入価格の２分の１以内の額で、２５,０００円を限度。

　生ごみの減量化及び資源化を推進するため、家庭用生ごみ処理容器等の購入に補助金制度を設けて
おりますのでご活用ください。
　詳細は、町ＨＰをご覧いただくか環境保全課へお問い合わせください。

生ごみ処理容器等でごみの減量化に取り組みませんか

補助金額

令和２年４月１日から狂犬病予防注射の料金を改定することとなりました。
犬の所有者並びに関係者の皆様方には、ご理解の上、ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

１　狂犬病予防注射については、平成12年の地方分権一括法の施行により狂犬病予防法の事務が市町村に移管
される以前から令和元年度まで据え置かれていた料金を改定するもので、改定は約20年ぶりとなります。

２　この20年間でワクチンや技術料のほか諸経費が次第に上昇する一方、消費税及び地方消費税は５％から
８％、更に令和元年10月からは10％となりました。

３　こうした状況下、犬の所有者の方々の負担を増加させないよう懸命に消費節約等の努力を重ねてまいりまし
たが、消費税が１０％となり、このままでは正常な狂犬病予防注射業務の推進に支障を来す恐れが生じてきた
ことから、このたびの料金改定に至ったものであります。

４　新たに犬を飼い始める方には、登録料金３千円と狂犬病予防注射料金及び注射済票料金３千３百円で、合計
６千３百円（旧６千円）となり、５％の負担増となりますが、ご協力をお願いいたします。

【改定に至った経緯等】

公益社団法人　徳島県獣医師会

改定に至った経緯等

狂犬病予防注射及び済票料金

これまで 3,000円 改定 3,300円（税込）令和２年４月１日から

狂犬病予防注射料金の改定について
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人　槽 新設
（補助限度額）

転換
（補助限度額）

５人槽 169,000 円 332,000 円
７人槽 207,000 円 414,000 円
10 人槽 276,000 円 548,000 円

●合併処理浄化槽設置補助 　
町
で
は
、
生
活
排
水
対
策
と
し
て
、
町
外
か
ら

転
入
し
、
新
た
に
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
し
た

方
（
新
設
）、
及
び
単
独
処
理
浄
化
槽
や
汲
取
り

槽
か
ら
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
切
り
替
え
ら
れ
る
方

（
転
換
）に
対
し
て
、補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
単
独
処
理
浄
化
槽
及
び
汲
取
り
槽
を
全

撤
去
し
た
場
合
、
左
記
の
と
お
り
撤
去
費
用
に
つ

い
て
も
補
助
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
本
町
の
「
汚
水
処
理
人
口
普
及
率
」
の
向
上
を

図
る
た
め
に
も
、
補
助
制
度
を
活
用
し
、
合
併
処

理
浄
化
槽
へ
の
転
換
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

区　分 補助限度額
単 独 槽 撤 去 90,000 円
汲取り槽撤去 90,000 円

●撤去費補助

台所、風呂
洗濯などの
排水

汚れが
合併型の
８倍

合併処理
浄化槽

計 ４g

計 32g

単独処理
浄化槽

未処理のまま放流

13g

27g

13g 5g

27g

5g＋27g＝32g

４g

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

※数値は１人が１日に出す水質汚濁物質の量を
　ＢＯＤで表したもの。

汚れが
少ない

水洗トイレ

◎受付期間：令和２年４月１日 〜 令和２年11月30日
　※なお、補助予定基数に達した場合は、受付期間の終了日前でも受付を締め切る場合があります。
　詳細については、上板町役場　環境保全課（☎ 694−6813）までお問い合わせください。 】

　

単
独
処
理
浄
化
槽
や
汲
取
り
槽
は
、
ト
イ
レ
の
排
水
対

策
と
し
て
有
効
で
す
が
、
台
所
、
浴
室
、
洗
面
所
等
の
排

水
を
浄
化
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

合
併
処
理
浄
化
槽
は
、
下
水
道
の
よ
う
な
大
規
模
生
活

排
水
処
理
施
設
と
比
べ
、
短
期
間
で
設
置
で
き
処
理
能
力

も
有
し
て
い
る
の
で
、
河
川
や
水
路
の
水
質
保
全
を
は
じ

め
、
快
適
な
生
活
環
境
を
実
現
す
る
た
め
の
有
効
手
段
で

す
。

　

町
で
は
、
農
業
集
落
排
水
事
業
区
域
を
除
き
、
合
併
処

理
浄
化
槽
へ
の
転
換
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
浄
化
槽
法
の
改
正
に
よ
り
、
平
成
13
年
４
月
か

ら
は
浄
化
槽
設
置
の
際
に
は
、
原
則
合
併
処
理
浄
化
槽
が

義
務
づ
け
ら
れ
、
既
に
設
置
さ
れ
て
い
る
単
独
処
理
浄
化

槽
に
つ
い
て
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
に
努
め
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
補
助

合
併
処
理
浄
化
槽
の
普
及
促
進
に
向
け
、支
援
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換

■
日　
時　
４
月
22
日
（
水
）　
13
時
30
分
〜

■
場　
所　
馬
道
会
館　
☎
６
９
４

−

４
８
６
８

　
　
　
　
　
上
板
町
西
分
字
原
渕
18
番
地
２

■
申
し
込
み
締
め
切
り

　
　
　
　
　
４
月
17
日　
金
曜
日　
午
後
５
時
ま
で

■
材
料
代　
２
、０
０
０
円

　
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
や
ド
ラ
イ
フ
ラ
ワ
ー
を
ガ
ラ
ス
ボ

ト
ル
へ
入
れ
て
専
用
の
オ
イ
ル
に
浸
し
て
、
み
ず
み
ず
し
い
状

態
で
鑑
賞
す
る
新
感
覚
の
雑
貨
で
す
。

　
お
手
入
れ
不
要
で
贈
り
物
に
も
最
適
で
す
。

ハ
ー
バ
リ
ウ
ム
教
室
の
お
知
ら
せ

■
日　
時　
５
月
９
日
（
土
）　
13
時
30
分
〜

■
定　
員　
15
名
（
先
着
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
電
話

　
　
　
　
　
　
　
　
で
お
申
し
込
み
下
さ
い
）

■
参
加
費　
材
料
費
６
０
０
円
〜
１
０
０
０
円
程
度

■
対　
象　
中
学
生
〜
一
般
（
小
学
生
は
保
護
者
同
伴
）

■
作
品
例　
ブ
ロ
ー
チ
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
他

■
場
所
・
お
問
い
合
わ
せ

　
　
　
　
　
馬
道
会
館　
☎
６
９
４

−

４
８
６
８

　
　
　
　
　
上
板
町
西
分
字
原
渕
18
番
地
２

　
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
好
き
の
方
に
人
気
の
「
レ
ジ
ン
」

　
様
々
な
型
に
好
き
な
パ
ー
ツ
を
入
れ
て
固
め
ま
す
。

　
日
頃
の
感
謝
を
込
め
て
、
世
界
に
一
つ
だ
け
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

グ
ッ
ズ
を
作
り
ま
せ
ん
か
？

　
ま
た
、
絵
本
「
お
か
あ
さ
ん
に
な
る
っ
て
ど
ん
な
こ
と
」
の

読
み
聞
か
せ
も
し
ま
す
。

レ
ジ
ン
で
母
の
日
の

贈
り
物
を
作
り
ま
せ
ん
か
？
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子
ど
も
が
保
護
者
の
承
諾
な
し
に
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

決
済
で
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
（
注
１
）
の
ア
イ
テ
ム

を
購
入
し
て
い
た
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
が
、
全
国
の
消

費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
に
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

保
護
者
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
勝
手
に
使
用
し

て
し
ま
う
他
、
キ
ャ
リ
ア
決
済
（
注
２
）
を
無
断
で

利
用
し
て
、
後
日
高
額
請
求
に
気
付
く
と
い
う
ケ
ー

ス
も
見
ら
れ
ま
す
。

（
注
１
）
ス
マ
ホ
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
、
家
庭
用
ゲ
ー
ム
機

な
ど
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て
遊
ぶ

ゲ
ー
ム

（
注
２
）
ス
マ
ホ
等
の
Ｉ
Ｄ
／
パ
ス
ワ
ー
ド
認
証
を
利

用
し
て
携
帯
電
話
料
金
と
合
算
で
商
品
等
の

代
金
を
支
払
う
決
済
サ
ー
ビ
ス
。

【
ア
ド
バ
イ
ス
】

●
ゲ
ー
ム
の
課
金
の
仕
組
み
や
料
金
体
系
、
決
済
方

法
等
を
確
認
し
、
親
子
間
で
使
い
方
や
ル
ー
ル
に

つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

●
子
ど
も
が
利
用
で
き
る
ゲ
ー
ム
の
種
類
、
利
用
時

間
、
課
金
で
き
る
金
額
を
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
て

お
き
、定
期
的
に
利
用
状
況
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

●
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
キ
ャ
リ
ア
決
済
の
パ
ス

ワ
ー
ド
等
の
管
理
に
は
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　

消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
は
左
記
窓
口
ま
で
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
対
応
中
の
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
来
庁
前
に
お

電
話
に
て
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
上
板
町
消
費
生
活
相
談
窓
口

　
☎
６
９
４

−

６
８
１
６　
秘
密
厳
守
・
相
談
無
料

　
受
付　
平
日
９
時
〜
16
時
30
分

　
　
　
　
（
土･

日･

祝･

年
末
年
始
を
除
く
）

上
板
町
消
費
生
活
相
談
窓
口

か
ら
の
お
知
ら
せ

子
ど
も
の
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム

で
高
額
請
求
に
ご
注
意

　

住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
役
所
の
仕

事
に
対
す
る
苦
情
や
要
望
な
ど
の

相
談
を
受
け
、
必
要
に
応
じ
て
関

係
行
政
機
関
に
あ
っ
せ
ん
を
行
い

ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

■
開
設
日

　
４
月
15
日
（
水
）

■
開
設
時
間

　
午
後
１
時
30
分
〜

午
後
３
時
30
分　
　

■
開
設
場
所

　
上
板
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

上
板
町
で
は
法
務
大
臣
よ
り
委
嘱
を
う
け
た
人
権
擁
護
委
員
が
、
特

設
相
談
所
を
設
け
、
皆
様
の
人
権
に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
た
り
、
法

務
局
と
連
携
し
な
が
ら
人
権
を
守
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
開
催
場
所　
上
板
町
中
央
公
民
館 （
役
場
２
階
）　
第
１
会
議
室

■
開
催
日
時　
令
和
２
年
４
月
15
日
（
水
）

　
　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
開
設
を
見
合
わ
せ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
徳
島
地
方
法
務
局
常
設
相
談

所
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
徳
島
地
方
法
務
局
で
は
、
電
話
に
よ

る
相
談
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
相
談
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
徳
島
地
方
法
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　　
徳
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課　

　
徳
島
市
徳
島
町
城
内
６
番
地
６　
徳
島
合
同
庁
舎
６
階

　
相
談
時
間　
平
日　
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分

　
●
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番　

　
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル　
０
５
７
０

−

０
０
３

−

１
１
０

　
※
発
信
地
域
に
応
じ
て
、
最
寄
り
の
相
談
所
に
つ
な
が
り
ま
す
。

●
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　
全
国
共
通
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル　
０
１
２
０

−

０
０
７

−

１
１
０

●
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル　
０
５
７
０

−

０
７
０

−

８
１
０

　
※
発
信
地
域
に
応
じ
て
、
最
寄
り
の
相
談
所
に
つ
な
が
り
ま
す
。

一
日
行
政
相
談
所
開
設
予
定
日

人

権

相

談

上
板
町
子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
『
あ
い
』 

は
、

さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
を
お
持
ち
の
子
ど
も
・
若
者
（
概
ね
39
歳
ま
で
）
と

そ
の
保
護
者
の
方
な
ど
が
ご
相
談
い
た
だ
け
る
場
所
で
す
。

　
ど
ん
な
悩
み
も
じ
っ
く
り
お
聞
き
し
、一
緒
に
解
決
方
法
を
探
し
ま
す
。

　
ひ
と
り
で
（
家
庭
内
で
）
抱
え
込
ま
ず
に
、ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

☆
場
所

　

上
板
町
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
２
階

　

上
板
町
役
場
よ
り
西
へ
３
０
０

メ
ー
ト
ル　

上
板
町
商
工
会
西
隣

　☆
受
付
時
間

　

月
曜
日
〜
金
曜
日　
９
時
〜
17
時

　
（
土
・
日
・
祝
日
は
休
み
）

　☆
相
談
は
、電
話
相
談
と
来
所（
面

接
）
相
談
が
あ
り
ま
す
。

・
こ
れ
ま
で
の
経
緯
や
現
状
に
つ

い
て
お
聴
き
し
、
今
後
の
こ
と

を
一
緒
に
考
え
ま
す
。

・
定
期
的
に
来
て
い
た
だ
い
て
継

続
し
て
ご
相
談
を
お
受
け
し

ま
す
。

・
相
談
者
に
適
し
た
相
談
窓
口

や
、
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の

情
報
を
ご
紹
介
し
、
お
つ
な
ぎ

し
ま
す
。

・
必
要
に
応
じ
て
訪
問
支
援
も
お

こ
な
い
ま
す
。

　☆
相
談
は
無
料
で
す
。
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。

　

匿
名
で
も
大
丈
夫
で
す
の
で
、

ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

●
電
話
相
談

《
受
付
時
間
》

　
月
曜
日
　
か
ら
　
金
曜
日

　
　

午
前
９
時
か
ら
12
時
ま
で

　
　

午
後
１
時
か
ら
５
時
ま
で

●
来
所
（
面
接
）
相
談

《
予
約
方
法
》（
事
前
予
約
）

　

ま
ず
は
電
話
で
相
談
し
、
来
所

（
面
接
）
相
談
の
予
約
を
し
て

か
ら
お
越
し
く
だ
さ
い
。

《
電
話
番
号
》

　

６
３
７

－

６
０
０
６

《
場
所
》

　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
２
階

　
『
あ
い
』
相
談
室

●
相
談
し
た
い
け
ど
、
平
日
は
時

間
が
と
れ
な
い
・
・
・

　

平
日
の
利
用
が
難
し
い
方
に

は
、
毎
月　

第
４
土
曜
日
の
午

後
７
時
か
ら　

午
後
９
時
ま
で

『
あ
い
』
で
電
話
相
談
及
び
来

所
（
面
接
）
相
談
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

　

※
来
所
（
面
接
）
相
談
の
場
合

は
、
事
前
に
電
話
予
約
を
し

て
か
ら
お
越
し
く
だ
さ
い
。

４
月
の
相
談
日
は
、
４
月
25
日

（
土
）
で
す
。
お
気
軽
に
お
電
話
、

来
所
く
だ
さ
い
。

『
あ
い
』
の
ご
利
用
案
内

ひ
と
り
悩
ま
ず

『
あ
い
』に
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か

上
板
町
消
費
生
活
相
談
窓
口

か
ら
の
お
知
ら
せ

最
寄
り
の
常
設
相
談
所

電
話
に
よ
る
相
談
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とくしま上板熱中小学校

　毎月、楽しいイベントを開催予定です。
　また、毎月「自分でトッピングして作るピザ焼
き体験」や「新鮮な野菜の販売」、「毎月変わるワー
クショップ体験」もあります。うどん、からあげ、
パットライスなどの軽食もあります。

　色々な人と出会い、刺激を受けながら学べる場を提
供する “大人の社会塾” を「上板町技の館」で実施し
ています。４月から第７期がスタートします。
　最初の授業は、４月18日（土）
13時から。講師は、徳島県邦楽
協会会長・義太夫協会正会員の
鶴澤友輔先生です！！
　人間国宝鶴澤友路に弟子入り
をし、鶴澤友輔を名乗り、これ
まで数多くの賞や作曲を手掛け
てきた方です。
　授業では、実際に三味線の演
奏もしてくれる予定です。
　７期（４月～９月）では、他にも県外の著名な講師
の先生や娯茶平の岡連長も登壇してくれる予定です。
　阿波踊りでは、今年も熱中連としても踊り込みを予
定しています。
　その他、授業以外にも、楽しい課外活動がたくさん
あります。（藍班、ハイキング班、ＩＴ班、ドローン班、
ものづくり班など）ここでは、世代を超えた仲間も出
来ますよ♪
　７期で私たちと一緒に学ぶ仲間を募集しています。
　さぁ、もう一度7歳の目で、新しい自分に出会いま
せんか？

　現在、出店してくれる出店者様を
募集しています。出店料や出店要項
については、ジャパンブルー上板の
ＨＰをご覧いただき、申込フォーム
からお申込みください。申込期限４
月 24 日まで。

●４月５日（日）
　「桜を見よう」　お団子＆抹茶セットを数量限定で販売♪
●５月３日（日）
　「子どもイベント開催」　ＧＷ期間ということもあり、子ども縁日を拡大！
　※５月限定！徳島市内の中川アニマルクリニックの中川先生が無料でペッ

ト相談をしてくれます。
　　この機会におうちのペットの相談をしませんか？ドッグランもオープン！
●６月７日（日）
　「生葉染め体験」　藍の生葉を使って、生葉染めしてみませんか？

一般社団法人ジャパンブルー上板（〒771－1310　徳島県板野郡上板町泉谷字原東32番地4）お問い合わせ
TEL 694－7766　FAX 694－7767　Mail:ai@necchu-kamiita.com　https://jblue-kamiita.com/

わらあい市わらあい市
■日時　毎月第一日曜日（予定）
　　　　10 時～ 15 時
■場所　上板町技の館東広場
　　　　（上板町泉谷字原東 32-4）

藍マルシェ藍マルシェ
■日時　5 月 24 日（日）
　　　　10 時～ 16 時開催。
■場所　技の館

第７期 生徒募集中！

　ホームページ、電話入学申込み可能。詳しくは「とくし
ま上板熱中小学校」で検索！
　または、電話やFAX、メールでも受付しています。ご不
明点あれば、いつでもご連絡ください！！

■ 期　　間　2020年4月～ 2020年9月
　 　　　　　毎月、土曜日または日曜日　13：00～16：00（予定）
■ 場　　所　上板町技の館　２階（上板町泉谷字原東32－4）
■ 授 業 料　1万円（材料費別、授業回数約10日開講・約20授業）
■ 申込方法　TEL：694－7766／FAX：694－7767
　　　　　　　Mail:ai@necchu-kamiita.com

鶴澤友輔先生

阿波踊り踊り込み

わらあい市

ピザ焼き体験

第７期入学生募集中！

ジャパンブルー上板
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1月
令和２年

お
誕
生

お
め
で
と
う

佐
藤
　友
哉
・
佳
香

女
の
子
　柚
希
（
ゆ
ず
き
）

神
　宅

西
畑
　信
博
・
美
由
紀

男
の
子
　柊
真
（
し
ゅ
う
ま
）

七
　條

　
　大
輔
・
明
代

男
の
子
　蓮
斗
（
れ
ん
と
）

高
　瀬

４月16日（木）　14：20～15：55頃規制時間

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

食
育
と
地
産
地
消

へ
の
取
り
組
み

食
育
と
地
産
地
消

へ
の
取
り
組
み

　
２
月
17
日
の
給
食
に
は
、
徳

島
県
産
の「
す
だ
ち
ぶ
り
」や「
さ

つ
ま
い
も
」
と
上
板
町
産
の
「
大

根
」
や
「
い
ち
ご
」
を
使
用
し

ま
し
た
。

　
す
だ
ち
ぶ
り
は
、
と
く
し
ま

特
選
ブ
ラ
ン
ド
に
認
定
さ
れ
て

い
る
、
徳
島
県
産
の
す
だ
ち
の

果
皮
を
食
べ
て
育
っ
た
、
さ
っ

ぱ
り
と
し
た
風
味
の
ぶ
り
で
す
。

他
に
も
上
板
町
産
の
み
ず
み
ず

し
い
大
根
や
旬
の
い
ち
ご
を
味

わ
い
ま
し
た
。

　
令
和
２
年
４
月
16
日（
木
）に
聖
火
リ
レ
ー
が
上
板
町
に
や
っ
て
き
ま
す
。

　
そ
の
こ
と
に
伴
い
、
次
の
と
お
り
交
通
規
制
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
迂
回
・

公
共
交
通
機
関
の
利
用
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

《
注
意
》

　●
　リ
レ
ー
の
進
行
状
況
に
よ
り
規
制
時
間
が
前
後
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　●
　規
制
中
は
、
自
転
車
・
歩
行
者
も
コ
ー
ス
へ
の
進
入
・
横
断
が
出
来
ま
せ
ん

　●
　コ
ー
ス
周
辺
上
空
で
の
ド
ロ
ー
ン
を
含
む
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
は
禁
止
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

東京２０２０オリンピック聖火リレー 交通規制東京２０２０オリンピック聖火リレー 交通規制

令和２年２月17日（月）

ごはん　牛乳
すだちぶりの照り焼き　カラフルなます
冬野菜のぽかぽか味噌汁　いちご

４月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

■
お
問
い
合
わ
せ

　

板
野
町
文
化
の
館
図
書
館

　

☎
０
８
８

－

６
７
２

－

５
８
８
８

●
２
月
は
、
延
べ
３
６
７
人
に

　

１
、５
９
６
冊
ご
利
用
頂
き
ま
し
た
。 ■ の日は休館日です。

開館時間　午前10時～午後6時

板
野
町
文
化
の
館
図
書
館

❹
月
カ
レ
ン
ダ
ー

上
板
町
民
の
方
も
利
用
可
能
で
す
。

２月
令和２年

お
誕
生

お
め
で
と
う

大
西
　正
訓
・
佳
代

女
の
子
　希
奈
（
ま
な
）

引
　野

荒
瀬
　優
弥
・
智
子

女
の
子
　汐
李
（
し
お
り
）

椎
　本

髙
倉
　誠
・
麻
衣

男
の
子
　優
陽
（
ゆ
う
ひ
）

神
　宅

吉
岡
　和
成
・
里
美

女
の
子
　柚
朱
（
ゆ
ず
）

神
　宅

板
東
　裕
之
・
裕
子

女
の
子
　舞
（
ま
い
）

西
　分
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■
発

行
と

編
集

／
徳

島
県

板
野

郡
上

板
町

役
場

　
上

板
町

広
報

編
集

委
員

会
　
☎

088 −
694 −

6824 　
令

和
２

年
４

月
１

日
発

行
　

　
　

印
刷

／（
協

）徳
島

印
刷

セ
ン

タ
ー


